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Ⅰ．はじめに
昭和 62 年（1987 年）５月に「社会福祉士及び介護福祉士法」（以下、「士士法」という。）が可決成立

したことにより、社会福祉士は、我が国で初めての社会福祉従事者の国家資格制度として法制化された。
翌年度の法の施行を経て、平成元年より開始された社会福祉士国家試験も、今年度の令和６年（2024 年）
２月には第 36 回の実施を迎える。この 36 年の間に社会福祉士有資格者は着実にその数を増やし、令和
５年（2023 年）９月末現在で、28 万 7,018 人もの登録者数を記録するに至った。また、その活躍の領域
としても、高齢・障害・児童・生活困窮といった福祉的課題を抱えた対象者別の領域に限らず、医療や
教育、司法、行政といった多様な分野において、相談援助を担う実践者として幅広い活躍を見せている。

法の施行以来、社会福祉士の資格制度は、複数回の見直しが行われている。この 36 年の間に我が国
の社会構造や経済状況、人々のライフスタイル等は大きく変動し、それに伴い国民が抱える福祉的ニー
ズも変化した。士士法の第一条では法の目的として「資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社
会福祉の増進に寄与すること」を挙げているが、社会福祉士が国民の福祉ニーズの変化に適確に応え、
我が国の社会福祉の増進に寄与するためには、社会福祉士の資格制度自体にも時代状況に見合った見直
しが求められたためである。

現在、社会福祉士の資格制度では、平成 30 年（2018 年）３月の社会保障審議会福祉部会福祉人材確
保専門委員会の提言などに基づく、養成カリキュラムの改正やそれに対応する国家試験の見直しが行
われている。昨年度の第 35 回社会福祉士国家試験では、合格率が 44.2%、合格者数が 36,974 人となり、
いずれも過去最高の値となった。また、合格率の前年度比の上がり幅も、13.1% と過去最大であった。
この結果に象徴されるように、現在の社会福祉士の資格制度は、まさに歴史的転換期の渦中にあるとい
える。

本稿では、今日の社会福祉士制度に何が生じているのか、現在寄せられている社会的要請や、それに
応えるべく行われた制度改革の内容等に関して、説明をしていきたい。また、社会福祉士制度は既に 36
年余りの歴史を持ち、様々な時代状況の変遷の中で積み重ねられた先人の尽力の上に成り立っているた
め、現在の制度の位置付けを理解し評価するには過去の経緯を踏まえる必要がある。そこで、まずは今
般の改正の前提となっている今日までの歴史を概観した上で、現下行われている見直しの背景や趣旨、
内容等を確認し、これからの社会福祉士への期待や課題と考えられる点について論述したい。

Ⅱ．社会福祉士制度の創設から平成 19 年改正期までの歴史　
前節で述べた通り、社会福祉士の資格制度は、法施行以来、時代状況に即した見直しが重ねられてき

ている。主たる見直しとしては、平成 11 年（1999 年）３月の「福祉専門職の教育課程等に関する検討会
報告書」に基づくカリキュラム等の見直し、平成 18 年（2006 年）12 月の社会保障審議会福祉部会「介
護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」に基づく法改正及びカリキュラム等の見直し、
平成 30 年（2018 年）３月社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会「ソーシャルワーク専門職で
ある社会福祉士に求められる役割等について」に基づくカリキュラム等の見直しの３回が挙げられるだ
ろう。以下本節では、社会福祉士制度の創設から、今般の改正前に行われた２つの改正期に関する歴史
の概観として、当時の社会的背景や問題意識、法改正やカリキュラム改正等の具体的な内容等について
簡潔に記していく。
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まず、士士法の基になったのは、旧厚生省の福祉関係三審議会（中央社会福祉審議会企画分科会、身
体障害者福祉審議会企画分科会、中央児童福祉審議会企画分科会）が合体して作られた合同企画分科会
における意見具申「福祉関係者の資格制度について」である。合同企画分科会では、昭和 25 年当時と比
べた社会福祉の範囲や、公私の役割分担、国と地方の関係等様々な点の検討が行われたが、そのひとつ
に、社会福祉従事者の在り方があった。当時は社会福祉従事者の資格というと、社会福祉主事や保母な
どが、社会福祉の個別立法や政省令などにより定められていたのみであったため、老人介護など増大す
る福祉ニーズに対しては、両者のみでは対応が不十分であるという認識が広がりつつあった。そうした
中で、意見具申では、資格制度の法制化の必要性について、高齢化の進行と国民の生活構造の変化に伴い、
高齢者、障害者、児童等の福祉へのニードが多様化していること、そして、そうした「個々の高齢者等
への相談、援助等は、その状況についての客観的な評価に基づく総合的なものでなければならず、そして、
多様化している各種サービスの中から必要な福祉サービスが適切に選択される必要がある」ことにより、

「専門的知識及び技術をもって相談、指導等に当たる人材の養成が緊急の課題である」こと等を挙げてい
る。その上で、資格法における目的や、「『社会福祉士』（ソーシャルワーカー）」と「『介護福祉士』（ケアワー
カー）」の定義等の、基本的な骨格を示している。

このうち例えば定義については、「ソーシャルワーカー」等の括弧書きは消え、代わりに「相談援助」
という法令用語を定める等の変更は見られたものの、国家試験の合格と登録を要することや、名称独占
の資格とすること等、資格法としての建て付けの大枠はこの意見具申で示された内容を基に作成され、
第 108 回国会に法案として提出された。時の厚生大臣の斎藤十朗は法案の提案理由について、「増大する、
老人、身体障害者等に対する介護需要にいかに適切に対応していくかということは、国民生活上の重要
な課題になっており」「このため、誰もが安心して、老人、身体障害者等に対する福祉に関する相談や介
護を依頼することができる専門的能力を有する人材を養成、確保して、在宅介護の充実強化を図ること
とし、この法律案を提出することとした」と述べている。このように、法制度創設時の主たる問題意識は、
急速な人口の高齢化等を背景とした、高齢者や身体障害者等に対する介護需要への対応であり、その一
環としての福祉に関する相談に応じられる高度な専門人材の養成、確保であった。

法案成立後は、翌年４月の施行に向けて、「社会福祉士・介護福祉士養成施設、試験等検討会」が設置され、
指定科目や試験科目、養成施設の指定基準等が検討された。検討会の報告を基に政省令の骨格が築かれ、
指定科目としては、演習や実習を含めて十三科目（社会保障論・公的扶助論・地域福祉論と、心理学・
社会学・法学はうち１科目の選択制とされた。）が、試験科目としては指定科目のうち演習・実習は除き、
社会福祉援助技術は総論と各論を合わせた十三科目が設定された。養成施設も登録が開始されたが、社
会福祉士の養成施設は当初少なく、施行初年度の昭和 63 年度には日本社会事業学校研究科の１校のみで
あった。

第１回の国家試験は平成元年（1989 年）３月に実施され、1033 名が受験し、180 名が合格した（合格
率 17.4%）。その後、平成元年度より通信教育も開始され、徐々に受験者数は増加し、法施行から 10 年目
の平成９年には遂に１万人を超え、12,535 人が社会福祉士国家試験を受験するまでに至った。

こうした状況下において、平成 10 年（1998 年）９月に「福祉専門職の教育課程等に関する検討会」が
設けられ、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事の３つの作業班に分かれて、福祉専門職の教育課程
等が検討された。士士法施行後に行われた大がかりな改正としては、これが初めてであった。翌年３月
に出された同検討会の報告書では、社会福祉士教育課程等の見直しが求められる背景として、「介護保険
制度の導入や社会福祉基礎構造改革の推進」を挙げたうえで、「社会福祉士には、契約による福祉サービ
スの利用や在宅での生活支援を視野においた、効果的な相談援助の実施が求められている」とし、これ
に応じた教育課程の見直しが提言された。具体的には、「平成 12 年度の介護保険制度の導入に対応し、
介護保険制度に関する内容を社会保障論に加え、新たに導入される要介護認定や介護支援サービス等の
援助の仕組みに関する内容を老人福祉論及び社会福祉援助技術論に加える」ことや、「社会福祉基礎構造
改革において、地域福祉計画を策定することが求められていることから、この計画策定の意義等を地域
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福祉論等の内容に加える」こと、そして、「社会福祉施設等だけでなく、在宅での生活全体への援助を行
うための相談援助技術を向上させる」等のために「社会福祉援助技術論（講義及び演習）及び実習につ
いて、各教科の構成及び時間数を見直す」こと等が見直しの内容として挙げられている。

こうした提言を受け、平成 11 年（1999 年）11 月に発出された通知に示される、授業科目の目標及び
内容においては、例えば老人福祉論や社会保障論に「介護保険法」の項目が追加されたり、地域福祉論
に「地域福祉計画の意義と内容」の項目が追加されたりした。また、社会福祉援助技術に関連する科目
も整理され、特に「実習に係る科目」に関しては新たに告示が発出されて、従来の「社会福祉援助技術
現場実習」のほか、「社会福祉援助技術現場実習指導」が定められる等の見直しが行われた。

その後も、社会福祉士国家試験の受験者数は、平成 20 年度まで右肩上がりに上がって行った。平成
20 年度には現時点までで史上最高となる 46,099 人が受験している。それに伴い、社会福祉士の登録者
数も大きく増加し、福祉専門職の教育課程等に関する検討会が開催された平成 10 年（1998 年）９月末
には 13,650 人であったものが、その 10 年後の平成 20 年（2008 年）９月末には初めて 10 万人を越し、
108,877 人を記録するという目覚ましい発展を遂げた。

こうした増加傾向の一方で、社会福祉士には、活躍の場の少なさや実践能力の不足といった課題があ
ることが指摘されていた。そこで、平成 18 年（2006 年）９月より、社会保障審議会福祉部会の場において、
介護福祉士のあり方とともに社会福祉士のあり方に関する議論が行われ、同年 12 月に議論結果の報告と
なる「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」が取りまとめられた。この意見書では、
まず社会福祉士を取り巻く状況に関して、法施行後大きく変化してきており、介護保険制度や障害者支
援費制度の導入に伴う措置制度から契約制度への転換や、それによる利用者の権利擁護等の重要性の拡
大などが見られたことが述べられた。そして、社会福祉士の活躍が期待される分野に関しても、平成 17
年（2005 年）の介護保険法改正に伴う地域包括支援センターの創設等に見られるように、地域を基盤と
した相談援助や成年後見制度等の新しいサービスの利用支援や、就労支援事業等による障害者の地域生
活支援等、様々な拡がりを見せてきていることが確認された。

一方で、社会福祉士の制度や養成における課題としては、社会福祉士の任用や活用が進んでおらず様々
な仕組みの受け皿としての機能を果たせていないことや、国家試験の合格率が全体で３割と低い水準に
あり、大学等や養成施設別にばらつきが見られる状況にあること、実習教育についても社会福祉士とし
て本来求められている技能を習得できる内容になっていないのではないかといったこと等が指摘された。
こうした課題を踏まえ、意見書では養成の在り方を中心にした様々な対応案が提言されており、法改正
も視野に入れた制度の見直しが求められた。

このような福祉部会の意見を受け、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案が第 166 回国会に提出
され、平成 19 年（2007 年）11 月に可決成立した。主な改正点としては、定義規定の見直しとして、他
のサービス関係者との連絡・調整を行うことが明確化されたことや、義務規定の見直しとして、「連携」
に地域に即した創意と工夫や他のサービス関係者との連携が追加されたことと、「誠実義務」や「資質向
上の責務」が新たに規定されたこと、そして、資格取得方法の見直しとして、行政職ルートの受験資格が、
従前は児童福祉司等５年以上の実務経験により得られていたところ、新たに児童福祉司や社会福祉主事
等として４年以上の行政経験を持った上で、短期養成施設等において６ヶ月以上の養成課程を経ること
が求められるようになったこと等が挙げられる。さらに、この法改正時には、先の福祉部会意見書で「専
門社会福祉士（仮称）」の検討が提言されたことを受けて、参議院及び衆議院において「より専門的対応
ができる人材を育成するため、専門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて早急に検討を行う」
よう付帯決議が付された。これを受けて、翌年には公益社団法人日本社会福祉士会（以下、日本社会福
祉士会という。）に「専門社会福祉士研究委員会」が設置される等検討が重ねられており、後の認定社会
福祉士制度の成立に繋がっている。

また、平成19年改正期には、法改正に加えて、先の福祉部会の意見に基づき、教育カリキュラムの改正や、
それに伴う国家試験の在り方の見直しも行われた。教育カリキュラムの見直しとしては、まず時間数が、
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一般養成施設では従前の 1050 時間から 1200 時間（短期養成施設では 600 時間から 660 時間）へと拡充
された。さらに、教育カリキュラムは「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」
や「サービスに関する知識」等の５つの科目群に分けて構成され、新たな科目の追加や内容の整理等が
行われた。例えば、従前は社会福祉援助技術論に含まれていた社会福祉調査に関する内容が、新たに「社
会調査の基礎」という科目として独立したり、「保健医療サービス」や「就労支援サービス」等の新たな
科目が追加されたりした。また、そうしたサービスに関する知識を扱う科目に関しては、法制度やサー
ビス内容等を中心的な教育内容とする一方、援助論については、従前の社会福祉援助技術論の枠組みの
下へと整理され、科目名称も新たに「相談援助の基盤と専門職」や「相談援助の理論と方法」に改めら
れた。さらに、新たに科目省令が定められたことにより、従前は科目名が一致していれば良いとされた
福祉系大学等においても、実習や演習に関しては、教育内容や時間数、教員要件等について養成施設と
同等の基準を満たさなければならないこととされた。なお、こうした教育カリキュラムの見直しと、併
せて行われた諸基準の見直しは、平成 21 年（2009 年）４月より施行されている。

これらの法改正や教育カリキュラム等の見直しを受け、国家試験に関しても、平成 20 年（2008 年）７
月より「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の在り方に関する検討会」が開催され、見直しが行われた。
この在り方検討会では、５回の審議を経て、同年 12 月に報告書「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の
今後の在り方について～ 20 回の実績を踏まえた検証と新カリキュラムへの対応～」が取りまとめられて
いる。この報告書では、国家試験の基本的性格を、「基本的な知識及び技術が網羅的に備わっていること
を確認・評価するもの」として位置付けるとともに、国家試験には「養成課程における教育内容の標準
化を図るとともに、充実を促進する機能も有している」ことが明確にされた。その上で、合格基準や問
題数、出題内容や出題形式に関して、基本的な考え方や更なる検討が必要とされる内容等が示された。
特に出題内容に関しては、タクソノミーⅠ型のみならず、タクソノミーⅡ型やタクソノミーⅢ型を充実
させるようにすること等が述べられた。なお、平成 20 年の「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の在り
方に関する検討会」の報告に基づき見直された新試験は、平成 21 年度より実施されており、今年度の令
和５年度まで行われることとなっている。

以上本節で見てきたように、社会福祉士制度の創設から平成 19 年の士士法改正等が行われた改正期ま
でには、その問題意識として、高齢化社会の急速な進展に伴う介護需要の増大に対応するための専門人
材の確保や、介護保険制度や障害者支援費制度等の導入により、措置制度から契約制度へとサービス利
用の構造が大きく転換したことに伴う、専門職人材としての業務の適正化といった側面が存在した。また、
利用者の在宅生活への援助という点に関しては、創設当初より「在宅介護の充実強化」（昭和 62 年）、「在
宅での生活支援」（平成 11 年）等が必要であることが意識されており、さらに平成 19 年改正期においては、
利用者の尊厳ある自立生活のために、福祉サービスのほか「関連する諸サービスと有機的な連携を持って、
総合的かつ包括的に援助していくこと」としてジェネラリストの養成が重視されるようになった。

Ⅲ．今般の改正の趣旨と内容
そのような経過を辿った上で、今般の改正においては「地域共生社会」というキータームが登場し、サー

ビスの利用対象となる利用者以外にも、制度の狭間におりサービスが利用できない対象者や、自ら制度
にアプローチすることが困難な対象者、複合化・複雑化した課題を抱える世帯全体等に対して支援を行
うことに加えて、そうした様々な対象者への包括的支援を、社会福祉士が直接提供するだけではなく、
地域住民等が共に行うことができる体制を地域に構築していくことが重視されるようになったという点
が、これまでとの大きな違いである。この「地域共生社会」を巡る政策議論は、平成 27 年（2015 年）９
月の「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討 PT」の報告である「新たな時代に対応した福祉の
提供ビジョン」を皮切りとしており、その後、平成 28 年（2016 年）６月には、閣議決定である「ニッポ
ン一億総活躍プラン」に「地域共生社会の実現」が盛り込まれた。これを受け、平成 28 年（2016 年）12
月より行われた社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会における社会福祉士制度の見直しの議
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論においても、地域共生社会の実現を推進する専門職人材としての見直しが、目指すべき方向性として
掲げられたのである。

専門人材委員会の議論は、平成 30 年（2018 年）３月に報告書「ソーシャルワーク専門職である社会福
祉士に求められる役割等について」として取りまとめられている。そこでは、前回の福祉部会の意見書
と同様に、まず社会福祉士の現状や社会福祉士を取り巻く状況の変化が確認された上で、今後の社会福
祉士が担うべき役割や、対応の方向性等が述べられている。まず現状に関しては、社会福祉士の活躍の
場が、教育や司法等の多様な分野へ拡がってきていることが確認され、それに続き、社会福祉士を取り
巻く状況の変化として、少子高齢化の進展に加えて社会・地域・人々の意識の変化といった内容を挙げ、

「こうした社会状況の変化により、既存の制度では対応が難しい様々な課題が顕在化しつつある」ことに
焦点が向けられた。この「既存の制度では対応が難しい様々な課題」については、「制度が対象としてい
ない生活課題への対応や複合的な課題を抱える世帯への対応、外部からは見えづらい個人や世帯が内在
的に抱えている課題への対応など」が例示として挙げられている。そして、こうした課題に対応するため、
社会福祉士に期待される役割や発揮が求められるソーシャルワークの機能を、ニッポン一億総活躍プラ
ンで地域共生社会の実現に向けて掲げられた対応の方向性にならい、「①複合化・複雑化した課題を受け
止める多機関の協働による包括的な相談支援体制や、②地域住民等が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制の構築」という２つに分けて整理し、そうした機能を発揮できる実践能力を習得するため
の養成カリキュラムの見直しをはじめとした具体的な対応策を各論として提言している。この提言を受
けて、平成 30 年（2018 年）８月より「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに関する作業チー
ム」が設けられ、平成 31 年（2019 年）３月まで社会福祉士のカリキュラム内容等の見直しが議論された。

その後、平成 31 年（2019 年）４月から令和元年（2019 年）６月までは、精神保健福祉士カリキュラ
ムの改正内容との調整が行われた。社会福祉士と精神保健福祉士が同時にカリキュラム等の見直しを行
うのは、過去初めてのことであった。調整を経て、６月 28 日に社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対
策室よりカリキュラム案が公表され、その後パブリックコメントの手続き等を経て幾つかの修正が加え
られた上で、令和２年（2020 年）３月６日にカリキュラムの確定版や、それを踏まえた省令・告示・通
知等の見直し内容が公表された。これらの教育内容等の見直しは、福祉系大学等や修業後に実務経験年
数を要する福祉系短大等においては令和３年度より、一般養成施設においては令和６年度より順次導入
が行われている。

今般の教育内容等の見直しにおける主な事項としては、第一に、養成カリキュラムの内容の充実とし
て、地域共生社会に関する科目である「地域福祉と包括的支援体制」が、従来の「地域福祉の理論と方法」
と「福祉行財政と福祉計画」の科目を基礎として創設された。さらに、「相談援助」に関する科目の名称も、
作業チームの議論を踏まえ「ソーシャルワーク」に全て変更され、その教育内容も他科目の講義内容を
含めた「講義―演習―実習」の学習循環や、精神保健福祉士との共通性や専門性を踏まえた整理が行わ
れ、再構築が行われた。さらに、司法分野等でも社会福祉士の活躍の場が拡がってきていることを踏まえ、
従来の「更生保護制度」（15 時間）から「刑事司法と福祉」（30 時間）へと時間数を倍増した見直しを行っ
たほか、法施行時より取り入れられていた一部の指定科目における選択科目制を取りやめ、全ての科目
の履修を必修化した。

第二に、実習及び演習の充実として、実習に関しては時間数が従来の 180 時間から 240 時間に 60 時間
拡充された。また時間数の拡充とともに、地域共生社会が求められる背景として複雑化・多様化した課
題を抱える個人や世帯の存在等があり、その支援を行うためには単一の領域に特化した専門知識だけで
はなく、複数の領域にまたがる領域横断的な知識や、制度横断的な課題対応力が求められることから、
単一の実習施設ではなく、機能の異なる２つ以上の実習施設において実習を行うこととされた（なお、
この「機能の異なる２つ以上の実習施設」の解釈については、見直しに係る Q&A において示されている）。
加えて、「相談援助業務の一連の過程を網羅的かつ集中的に学習できるよう、１の実習施設において 180 
時間以上行うことを基本とすること」という規定については、従前の 120 時間を 180 時間とした上でそ
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の枠組みを引き継ぎ、さらに「180 時間以上の実習を行う機関・事業所においては、相談援助業務の一
連の過程の学習に加え、複数の機関・事業所や地域との関係性を含めた包括的な支援について学習する
こと」として、個別のクライエントに対する援助過程だけではなく、地域における包括的支援について
も実習を通じて実践的に学べるよう新たな規定が設けられた。その上で、福祉士の中でダブルラインセ
ンスやトリプルラインセンスの取得を目指す者に対して、その学習負担を軽減するため、従来は社会福
祉士からの一方通行であった実習時間の免除を、精神保健福祉士や介護福祉士の実習を履修した者が社
会福祉士の実習を履修する場合においても適用することとし、60 時間を上限に実習を免除することとし
た。

第三に、第二の見直し内容により、これまでより多くの実習施設が求められると考えられることから、
実習施設の範囲の拡充として、社会福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験として認められる施設等
の範囲と実習施設の範囲を同等にする等の措置により、都道府県社会福祉協議会等を実習施設に加え、
より多くの施設で実習が行えるようにした。この、同等にする措置とは、通知「社会福祉士養成課程に
おける相談援助実習を行う実習施設等の範囲について」の中に、新たに「『指定施設における業務の範囲
等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について』（昭和 63 年２月 12 日
社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長通知）別添１の２において掲げる施設」を加えることにより、
両者の関連性を持たせたということである。なお、この業務範囲通知は他の福祉諸施策の改正の動き等
を踏まえて例年改正が行われており、実習施設等も業務範囲通知の改正に基づき随時対象施設の拡充が
行われる可能性がある。

最後に、第四として、精神保健福祉士養成課程の教育内容との共通科目の拡充が行われており、従来
の 11 科目 420 時間から、13 科目 510 時間へと科目数・時間数が拡充された。これは社会福祉士と精神保
健福祉士の両方の資格取得を目指す学生にとって、養成課程における学習に係る負担を軽減するもので
ある。それに加えて、平成 15 年度より国家試験において一部免除の仕組みが導入されているため、学生
が国家試験を受験する際の負担も軽減されるものと考えられる。

こうした教育内容等の見直しに伴い、教員や実習指導者に対する講習会も見直しが必要とされるため、
令和元年度と令和２年度の社会福祉推進事業（厚生労働省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）に
おいて、「社会福祉士養成課程の見直しを踏まえた教育内容及び教育体制等に関する調査研究事業」（令
和元年度）、「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」（令
和２年度）（ともに一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（以下、日本ソーシャルワーク教育
学校連盟という。）受託）が行われた。さらに、既に資格を取得している社会福祉士有資格者に対しても、
時代状況に応じた知識や技術のブラッシュアップを図る仕組みが必要であるため、同じく社会福祉推進
事業において、「現任社会福祉士に対する実践力向上のための育成等に関する調査研究事業」（令和元年
度）、「地域共生社会の実現に向けた現任社会福祉士の研修プログラムの開発と、スーパービジョンの実
態把握に関する調査研究事業」（令和２年度）、「地域共生社会で活躍できる社会福祉士の育成・強化に関
する調査研究事業」（令和３年度）（いずれも日本社会福祉士会受託）が行われた。なお、この現任者研
修に関しては、社会福祉推進事業の成果をもとに日本社会福祉士会や都道府県社会福祉士会等団体にお
いて、「地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーク実践力養成研修」として今後も随時開催が行われ
る予定である。

さらに、令和６年度に実施される第 37 回社会福祉士国家試験より、新たなカリキュラムに基づく出題
内容に切り替えられる予定であることを踏まえ、令和３年（2021 年）７月より社会・援護局長の検討会
として「社会福祉士国家試験の在り方に関する検討会」が設置され、６回に渡る審議が重ねられた。こ
の検討会では、昨今の情報公開の流れに鑑み、各回の議事概要を随時公開するとともに、職能団体であ
る日本社会福祉士会、養成団体である日本ソーシャルワーク教育学校連盟、全国社会福祉協議会といっ
た関係団体のほか、地域共生社会の実現に向けて地方自治体等において先駆的取り組みを行っている関
係者に意見聴取を行ったうえで、議論が進められた。検討会の報告書は、令和４年（2022 年）１月に公
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表されている。その内容としては、まず国家試験の基本的性格として、前回の平成 20 年の在り方検討会
の報告書と同様に、「資格取得時点において基本的な知識及び技能が備わっていることを確認・評価する
もの」であり、「養成課程における教育内容の標準化や充実を促進する機能も有している」ことが確認さ
れた。その上で、新たに、社会福祉士の活躍の場の拡がりや、地域共生社会の実現に向けて領域・制度
横断的な理解や対応力が求められているという現在の状況を鑑み、「いかなる分野に就労したとしても、
ソーシャルワーク専門職として必要不可欠な基本的な知識及び技能が備わっていることを確認・評価す
るものである」という文言が付け加えられた。

さらに、出題内容や出題形式に関しては、まず、社会福祉士の「新卒の受験者の合格率が、他の資格
試験と比較して低すぎるのではないか」と課題が指摘された上で、「出題内容と履修内容にミスマッチが
あるのであれば、その解消が必要である」と提起された。これについては、対応策として「福祉系大学
等において履修した基本的な知識を問う問題が適切に出題されるよう、出題内容を十分に検討すること
が望ましい」と提言されている。さらに「地域共生社会の実現に向けて、複雑化・複合化した問題や地
域の課題に対応できるよう、単純な知識の想起によって解答できる問題は減らし、知識の応用として、
実践現場で求められる解釈力や判断力を評価できる事例問題などの出題を増やすべきである」として、
単に基本的な知識を理解しているかということのみならず、その基本的知識を事例に応じて活用し、応
用することができるかどうかを確認・評価することが必要であるとされた。具体的には、平成 20 年の報
告書におけるタクソノミー概念の活用が引き継がれた上で、より詳細に「単純な知識の想起で解答でき
るタクソノミーⅠ型の問題だけではなく、状況を理解・解釈して解答するタクソノミーⅡ型、理解して
いる知識を応用して問題解決方針を判断し解答するタクソノミーⅢ型の問題を充実させて出題する必要
がある」として、新たにタクソノミー概念を踏まえた作問の考え方が示された。加えて、総問題数に関
しては、養成カリキュラムの見直しにより実習時間数が増えた一方、試験科目に係る時間数の合計は縮
減されたこと等により、減問することが望ましいとされた。

その後、こうした在り方検討会の提言を踏まえて、指定試験機関である公益財団法人社会福祉振興・
試験センター（以下、試験センターという。）より、令和５年（2023 年）７月に「令和 6 年度（第 37 回
試験）から適用する社会福祉士国家試験出題基準（予定版）」が公表され、その参考資料として、出題数
を 129 問とすることや、科目別出題数、科目群の構成等が示されている。出題数の変更に関しては、平
成５年度より従前の 170 問から 150 問に減問されて以来の減問となる。また、０点科目の仕組みに関し
ては、平成 14 年度より合格基準の公表とともに導入されたものであるが、現行の試験制度では一部の科
目（就労支援サービスと更生保護制度）を除き、１科目ごとに科目群が設けられていたところである。
これを新たな試験においては、科目ごとの出題数が減ったことにより０点科目による過度な影響が発生
しないよう、カリキュラム改正時に示された「見直し後の社会福祉士養成課程の全体像」に沿って、共
通科目と専門科目を分けた上で３～４科目を１科目群として再構成することとされている。また、合格
基準に関しては、「問題の総得点の６０％程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の
者」という基準が、引き継がれる予定である。

また、時系列がやや前後するが、令和４年（2022 年）１月に在り方検討会の報告書が公表されたこと
を踏まえ、同年４月に厚生労働省社会・援護局長より試験センター理事長に宛てて、通知「『社会福祉士
国家試験の在り方に関する検討会』報告書を踏まえた今後の社会福祉士国家試験の実施について」（社援
発０４２５第１号）（以下、社会・援護局長通知という。）が発出された。その内容としては、いまや地
域共生社会の実現は我が国の喫緊の課題であり、そのための人材政策の一環として、ソーシャルワーク
専門職である「社会福祉士の質的量的拡充に向けて早期に対応を図る」ことが必要であることから、新
試験開始前の「令和４、５年度の国家試験においても、本報告書の内容を考慮し、段階的な移行に努め
ていただくようお願いする」というものである。これを受けて、同月、試験センターのホームページ上
に「社会福祉振興・試験センターにおいては、令和 4 年度から厚生労働省の通知を踏まえ、基本的な知
識を問う問題を増やす等の対応を行なって」いく旨が公表されている。
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こうした一連の流れを受け、令和４年度に実施された第 35 回国家試験においては、合格率が 44.2％、
合格者数が 16,338 人と大きく躍進したところである。なお、令和５年度に実施される第 36 回国家試験に
おいても、社会・援護局長通知を踏まえ、試験センターにおいて、引続き段階的移行の取組みが行われ
ている。

本節で見てきた通り、今般の改正では、国の政策課題である「地域共生社会の実現」に向けて、多様化・
複雑化・複合化した課題を抱える個人や世帯に対して領域・制度横断的な相談援助を行うことに加えて、
地域の包括的な支援体制の構築に向けて、地域住民等が主体的に活動できるようソーシャルワーク専門
職として援助するということに、主たる問題意識が存在したものと捉えられる。それを踏まえて、教育
カリキュラムや国家試験の見直しが行われており、社会福祉士の質的・量的拡充が推進されている。こ
うした展開はこれまでに例を見ないものであり、社会福祉士の資格制度の歴史において、現在はひとつ
の大きな転換期を迎えていると考えられるのではないだろうか。

Ⅳ．これからの社会福祉士への期待と課題
ここまで、社会福祉士制度の歴史の概観と、直近の制度改革の内容の説明を行ってきた。それを踏まえ、

本節では、これからの社会福祉士に対する期待と、今後この潮目を経て社会福祉士がより一層活躍する
ために対応が必要だと考えられる課題に関して私見を述べたい。

これまで見てきた通り、社会福祉士は「ソーシャルワーカー」の資格として誕生し、平成 30 年（2018 年）
の福祉人材確保専門委員会の報告書以降、「ソーシャルワーク専門職」であることが行政文書等において
も明示されてきた。社会福祉士の有資格者の多くは自らの専門職性を「ソーシャルワーカー」ないしは

「ケースワーカー」等として、認知されているのではないだろうか。一方で、地域共生社会の実現に伴う
一連の政策が進められる中で、まさにこの「ソーシャルワーカー」の存在が重要性を増してきている。
昨年の令和４年（2022 年）12 月に公表された「全世代型社会保障構築会議報告書」では、各分野におけ
る改革の方向性のひとつに「『地域共生社会』の実現」を掲げ、それに向けて取り組むべき課題として、「①
一人ひとりに寄り添う支援とつながりの創出」を挙げた上で、「重層的支援体制の整備」とともに「ソー
シャルワーカー等の確保・育成」が必要だと提起している。この「重層的支援体制の整備」に関しては、
令和２年（2020 年）６月に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」
において、重層的支援体制整備事業が新たに法定化されており、さらに同法案の参議院厚生労働委員会
による付帯決議においては「重層的支援体制整備事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健
福祉士が活用されるよう努めること」と言及されている。こうした流れに見られる通り、同事業の実施
に加え、地域における包括的支援体制や重層的支援体制の整備に向けて、社会福祉士の活躍が期待され
ていることは言を俟たない。さらに、「ソーシャルワーカー等の確保・育成」に関しても、社会福祉士の
英訳は “Certified Social Worker” であり、ソーシャルワークの知識と技術を身に付け、国家試験をパス
してラインセンスを取得したソーシャルワーク専門職である社会福祉士こそが、その主戦力として力量
を発揮する必要があるものと思われる。

こうしたソーシャルワーカーとしての活躍においては、これまで社会福祉士が得意としてきたミクロ
な領域における実践だけではなく、地域を対象としたメゾ、マクロな領域における実践力が必要とされ
てくる。しかしながら、平成 30 年度の社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士の
ソーシャルワーク機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業」（日本社会福祉士会受託）では、ミ
クロ、メゾ、マクロと領域を広げるほど、ソーシャルワークの機能を発揮する機会や、その知識や技術
を有すると考えている割合が低下することが確認されている。しかし、同時に、過去１年間にスーパー
ビジョンを受けた実績がある場合のほうが、メゾ、マクロレベルにおけるソーシャルワーク機能の発揮
に必要な知識・技術を有すると回答する割合が高まっており、スーパービジョンの有益性が示唆されて
いる。地域共生社会の実現に向けて、所属機関の内側に留まらず地域に出たソーシャルワーク実践が求
められる中で、ミクロ領域に限らず、メゾ領域等での実践を行う上での知識や技術の獲得が、今後の社
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会福祉士にとって課題となってくるものと考えられる。そのため、前節で述べた都道府県社会福祉士会
等による「地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーク実践力養成研修」や、スーパービジョンの機
会等を積極的に活用した、有資格者自身による自己研鑽への取り組みにも期待を寄せたい。

次に、これは有資格者個人というよりは、職能団体や養成団体等各種団体に寄せる期待であるが、社
会福祉士の実践の有効性や養成教育の効果、資格制度の歴史の中での実践力や学力（ラーニング・アウ
トカム）の向上に関する、エビデンスの作成や成果の「見える化」が、今後はより一層求められてくる
のではないかと考えている。初代人材室長の宇野裕は、その著書において、「アイデンティティーが不鮮
明な社会福祉士」「社会福祉士が国民に何をしてくれるのかについてのアイデンティフィケーションとい
うか、プレゼンテーションというか、そういったことが不足している」と述べているが、その要因のひ
とつは、社会福祉士が自らの実践等の有用性を、第三者に了解可能な形で示せていないことに起因する
のではないだろうか。平成 18 年（2006 年）の福祉部会で指摘された「活躍の場の少なさ」という課題は、
現在においても完全に解消されたとは考えにくく、ソーシャルワークに対する潜在的需要は増加が認め
られる一方、社会福祉士がそれに対応して活躍するための具体的な方途はより一層の検討が必要だと思
われる。例えば、社会福祉士の就労を促進する策として待遇向上の施策の検討等も考えられるが、そう
した取り組みにはまず、社会福祉士の実践の有効性をしっかりと示すことが求められる。例えば、令和
４年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）における「介護保険施設における社会
福祉士の活用状況と有効性に関する調査研究事業」（日本社会福祉士会受託）では、介護老人保健施設に
対する量的調査（悉皆調査）等を行い、社会福祉士の活用状況に関する実態把握と有効性の検証を試み
た結果、介護老人保健施設の主たる機能や役割である「在宅復帰支援」と「在宅療養支援」に社会福祉
士が貢献していると示唆されたことが明らかにされた。今後はこうした取り組みを更に進め、社会福祉
士の有効性を科学的に立証した上で、専門職人材を有効に活用するための政策への提言や働きかけ等を
行うことが必要とされるだろう。

また、ソーシャルワークに関する需要の測量に関しても、現在は地域生活における関係性の希薄化等
の社会的問題の所在から理屈上その必要性が認識されているが、数量としてどの程度、ソーシャルワー
クやソーシャルワーカーが必要とされているか等の評価は行われていない。そのため、令和５年度の社
会福祉推進事業においては、「自治体等における社会福祉士等福祉専門職の活用状況に関する調査研究事
業」（日本社会福祉士会受託）が実施され、将来必要とされることが見込まれる社会福祉士等ソーシャル
ワーク専門職の将来推計に関する検討が行われているところである。こうした取り組みのように、今後
は社会福祉士や社会福祉士が専門職として行うソーシャルワークが、どの程度必要とされており、社会
福祉士が質的量的にどのようにそれに応えることができるのかといった、需要と供給に関するエビデン
スの作成が待たれるところである。

さらに、各種領域においてデジタル技術を活用した取り組みが期待される中で、今後の社会福祉士な
いしソーシャルワークの実践においても、デジタル化をどう捉えどう対応していくのかの検討が課題と
なるものと考えられる。デジタル化の推進に関しては、2019 年度に新型コロナウイルスが発生したこと
に伴い、社会福祉推進事業を用いて、養成教育の領域では、令和３年度に「感染症の拡大や災害発生時
における、持続的な社会福祉士養成教育の在り方に関する調査研究事業」（日本ソーシャルワーク教育学
校連盟受託）、実践の領域では令和４年度に「ソーシャルワーク実践におけるデジタル技術の活用促進に
関する調査研究事業」（日本社会福祉士会受託）が行われている。特に養成教育に関しては、平成 30 年（2018
年）の福祉人材専門委員会の報告において、「社会福祉士の地域貢献や地方創生を視野に入れ、中山間地
域や離島といった人材の確保や育成が困難な地域において、（中略）包括的な支援の実践を学ぶ実習にモ
デル的に取り組んでいる例」や「先進的な取組を行っている地域の実習施設での実習や、卒業後のＵター
ン就職を見据えた出身地（地元）の実習施設での実習など」を挙げた上で、そうした遠隔地における実
習指導が可能となるよう、「対面による実習指導と同等に行えるＩＣＴ等を活用した指導」の検討の必要
性が提言されていた。それを踏まえ、令和４年度に「平常時の社会福祉士養成課程における ICT 活用方
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法の検証に関する調査研究事業」（日本ソーシャルワーク教育学校連盟受託）が行われ、ICT を活用した
実習指導等を行う際のガイドラインを含めた成果が取りまとめられており、これを踏まえて 2023 年９月
現在、実習指導に関する通知の改正等が検討されているところである。

これまで、社会福祉士の行うソーシャルワーク実践は、電話での相談援助等も行われた一方、基本的
には対面方式で進められてきており、実際にクライエントや家族等と同じ空間の中で対面するからこそ、
援助関係の樹立に必要なラポールを形成し、ノンバーバルな側面を含めた情報を察知して相談援助を行っ
てきたという側面がある。そうした中で、様々な領域におけるソーシャルワーク実践において、デジタ
ル技術がどのような場面でどの程度活用が可能なのかに関しては、ソーシャルワークの特性を考慮しな
がら、今後より詳細な議論を行っていくことが必要とされるだろう。

以上、社会福祉士がソーシャルワーク専門職として、メゾ、マクロ領域における対応力を身に付ける
ことや、自らの実践の有効性や養成教育の成果等を可視化すること、デジタル技術に対応した教育や実
践の考え方・行い方を検討すること等の、期待や課題は、概ね社会福祉士の質的側面の拡充に繋がるも
のと捉えられる。一方、量的拡充に関しても対応が求められているが、まずその前提として、社会福祉
士の資格取得希望者が、今、大きく減少してきているという危機的な状況にあることを我々は認識しな
ければならない。

平成 20 年度以降平成 28 年度までは、社会福祉士の受験者数は４万３千人台から４万６千人台で上下
しながらもほぼ横ばいであった。それが、平成 28 年度以降令和３年度までは右肩下がりとなっており、
平成 28 年度の 45,849 人から、令和３年度の 34,563 人まで、５年間で受験者数が１万人以上減少している。
かつて、国家試験が開始されてから、受験者数が１万人を越すまでには 10 年の歳月が要されたが、その
半分の年数で、同じだけの受験者数が失われたわけである。22 歳以上人口の自然減による影響や、新型
コロナウイルス発生に伴う影響等も推測されるが、継続的に一定の速度で減少傾向が見られていること
を踏まえると、将来的に持続可能な資格制度作りに向けた構造的な対応が要されていることには疑いの
余地がないだろう。なお、直近の令和４年度の受験者数については、新型コロナウイルスの予防対策と
社会経済活動の両立が模索され、行動制限が緩和されたこと等に伴ってか、前年度よりも２千人余りの
増加が見られている。

また、指定科目等を履修する福祉系大学等や社会福祉士指定養成施設の学校数等に関しても、平成 23
年度以降令和５年度現在までで、社会福祉士指定養成施設はほぼ横ばいである一方、福祉系大学等に関
しては概ね減少傾向が認められている（なお、ここでいう福祉系大学等とは、地方厚生（支）局長に確
認手続きを行った科目確認大学等を指す）。平成 23 年度と令和５年度の福祉系大学等の学校数と定員数
を比べると、学校数が約 15％、定員数が約 12％減少している。なお、士士法第７条第９号の受験資格ルー
トとなる社会福祉主事養成機関に関しても同様に減少傾向が見られており、同期間の比較で施設数は約
51％、定員数は約 15％の減少となっている。これに加えて、定員の充足率に関しても、近年は低下が指
摘されており、令和５年度の社会福祉推進事業「社会福祉士学校養成所の既卒者に対する国家資格取得
支援の在り方に関する調査研究事業」（日本ソーシャルワーク教育学校連盟受託）の中でその実態が調査
されているところである。

こうした状況下において、社会福祉士の量的拡充が目指される中で、改めて強調しておきたいのは、
それが単なる量的拡充ではなく、「資質の高い社会福祉士の量的拡充」である点である。そのため、国家
試験の見直しにおいても、合格水準を切り下げるのではなく、「履修内容と出題内容のミスマッチ」とい
う課題を克服した良問の作成や、識別力の高い基本的な知識を問う問題の増問等に向けて、試験関係者
において大変な尽力が行われているところである。それに加えて、福祉系大学や養成施設等の教育機関
においても、カリキュラムの見直し等に応じて、より良い教育に向けた模索が重ねられており、社会福
祉を学ぶ学生の知識や技術は向上しているのではないかという指摘もある。

そうした学力向上の可視化に関しては、今後、別途何らかの調査研究事業が待たれるところではあるが、
その一方で、社会福祉士の国家試験が、この度「いかなる分野に就労したとしても、ソーシャルワーク
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専門職として必要不可欠な基本的な知識及び技能が備わっていることを確認・評価するものである」と
述べられたことに伴い、反対に、特定の実践分野において必要とされるより詳細な知識に関しては、資
格取得後の継続的な学習が重要となることが、浮かび上がったと言える。この資格取得後の学習の方法
としては、職場における OJT や職場外の OFF-JT のほか、日本社会福祉士会等職能団体において行われ
る実践者向けの研修や生涯研修等の取り組み及び認定社会福祉士制度の活用等に加えて、一部の福祉系
大学等で先駆的に取り組まれている卒後の学習の機会の提供などには、今後一層の期待が寄せられ、そ
の重要性は更に高まったものと考えられるだろう。

Ⅴ．おわりに
以上、本稿においては、社会福祉士制度の創設から今日に至るまでの歴史の概略と、今般の改正の趣

旨や内容、それを踏まえて今後の社会福祉士に寄せられる期待や課題等に関して論述してきた。現在、
我が国は、人口の高齢化や少子化に伴う人口減少、社会経済活動等の担い手不足、世帯の小規模化、地縁・
血縁・社縁等の人々のつながりの希薄化、未婚化等の人々のライフスタイルの変化といったことが進む
一方、従来の縦割りの制度では対応が困難な多様化・複雑化・複合化した福祉ニーズを抱えた世帯の増
加等の問題が、顕在化してきている。特に地方においては、10 年後、20 年後といった遠くない未来に生
じる人口の大幅な減少にどのように対応し、人々の暮らしを守っていくのか等が、差し迫った課題となっ
てきている。

そうした中で、人間のバイオ・サイコ・ソーシャルな側面に関する基本的知識を持ち、人権擁護や自
己決定の尊重等のソーシャルワークの価値や理念を理解した上で、様々な援助技法に関する理論的知識
と技法の体得をしており、さらに児童、高齢、障害、生活困窮、保健医療等の諸分野における法制度や
支援の実際、地域住民とともに地域の包括的支援体制を築くための地域福祉の基礎理論や行財政の知識
など、幅広い技能を備える社会福祉士には、多様な実践現場における多くの活躍がかつてないほどに期
待されているのである。まさに、今、我が国の社会は、時代は、ソーシャルワーカーを、そしてソーシャ
ルワーク専門職である社会福祉士を求めているといって過言ではない。

日本社会福祉士会は、社会福祉士有資格者が誕生してからおよそ４年後の平成５年（1993 年）１月に
結成されている。その設立宣言は名文と名高く、今以て多くの人々の記憶に受け継がれているが、その
冒頭は以下のように始まる。
「新しい時代は、新しい人を必要とする。今日わが国は、新しい価値基準を求めて流動化している国際

社会の中で、国民がかつて経験したことのない不確実な時代と社会に突入し、次のあるべき社会の姿を
模索している。」
「地域共生社会」とは、現在、我が国がこの危機的状況を乗り越えるために目指している社会像であり、

「次のあるべき社会の姿」だと言える。設立宣言が出されてから 30 年余りが経ち、社会福祉士が相談援
助を行うこの日本社会も、社会福祉士の資格制度自体も、幾つもの大きな変化の波を乗り越えてきている。
すなわち、「新しい時代」が、再び訪れているのである。この、地域共生社会の実現を目指すという新し
い時代において、社会福祉士もまた「新しい人」となり、これまで先人が我が国の社会福祉の増進のた
めに努力を重ねてきたその姿に続き、社会の求める質の高い実践を行っていく必要があるのではないだ
ろうか。

社会福祉士有資格者の皆様におかれては、今般の改正が行われた背景や趣旨をご理解頂き、引き続き
多様な実践分野におけるご尽力をお願いしたい。最後に以上のような期待とお願いを述べた上で、本稿
の結びとする。

（本稿は 2023 年９月に執筆したものである。）
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